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告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
百
七
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

土
地
改
良
事
業
（
栃
久
保
地
区
中
山
間
地
域
総
合
農
地
防
災
事
業
）
計
画
を
定
め
た
の
で
、
次
の
と
お

り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き

る
。

平
成
二
十
二
年
五
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
縦
覧
書
類

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間

平
成
二
十
二
年
五
月
十
三
日
か
ら
同
年
六
月
九
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所

身
延
町
役
場

四
　
異
議
申
立
期
間

平
成
二
十
二
年
六
月
十
日
か
ら
同
年
六
月
二
十
四
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
百
八
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

土
地
改
良
事
業
（
身
延
北
部
地
区
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
）
計
画
を
定
め
た
の
で
、
次
の
と
お
り

関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き

る
。

平
成
二
十
二
年
五
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
縦
覧
書
類

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間

平
成
二
十
二
年
五
月
十
三
日
か
ら
同
年
六
月
九
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所

身
延
町
役
場

四
　
異
議
申
立
期
間

平
成
二
十
二
年
六
月
十
日
か
ら
同
年
六
月
二
十
四
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
百
八
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
南
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
六
月
三
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
五
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
笛
吹
市
川
三
郷
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
大
字
下
芦
川
字
寺
下
四
六

旧

三
・
〇
〜

九
五
・
〇

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
四
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
五
月
十
三
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

三
一
一

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
二
年

五
月
十
三
日

第
二
千
四
十
号

木　曜　日



六
番
地
先
か
ら

五
・
〇

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
大
字
下
芦
川
字
寺
下
新
梨

川
左
岸
堤
防
敷
地
先
ま
で

新

五
・
〇
〜

九
五
・
〇

七
・
五

山
梨
県
告
示
第
百
八
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
吉
田
支
所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
六
月
三
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
五
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

富
士
宮
鳴
沢

南
都
留
郡
鳴
沢
村
字
焼
間
八
五
二
九

九
〇
七
・
五
平
成
二
十
二

線

番
の
六
〇
三
地
先
か
ら

年
五
月
十
三

南
都
留
郡
鳴
沢
村
字
焼
間
八
五
二
九

日

番
の
六
一
二
地
先
ま
で

公
　
　
　
告

'

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。
そ
の
届
出
を
山
梨
県
県
民

情
報
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
九
月
十
三
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
五
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

１
　
氏
名
又
は
名
称
　
イ
オ
ン
モ
ー
ル
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
村
上
教
行

２
　
住
所
　
千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
番
地
一

二
　
届
出
の
概
要

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

（一）

名
称
　
（
仮
称
）
イ
オ
ン
モ
ー
ル
甲
府
昭
和

（二）

所
在
地
　
山
梨
県
中
巨
摩
郡
昭
和
町
飯
喰
一
│
十
二
街
区
一
画
地
外

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

（一）

氏
名
又
は
名
称
　
イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
村
井
正
平

（二）

住
所
　
千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
番
地
一

３
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

平
成
二
十
三
年
二
月
一
日

４
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

二
万
八
千
平
方
メ
ー
ト
ル

５
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

（一）

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

a

位
置
　
届
出
の
図
面
の
と
お
り

s

収
容
台
数
　
二
千
五
百
台

（二）

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

a

位
置
　
届
出
の
図
面
の
と
お
り

s

収
容
台
数
　
五
百
台

（三）

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

a

位
置
　
届
出
の
図
面
の
と
お
り

s

面
積
　
五
百
九
十
三
平
方
メ
ー
ト
ル

（四）

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

a

位
置
　
届
出
の
図
面
の
と
お
り

s

容
量
　
二
百
二
十
七
立
方
メ
ー
ト
ル

６
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

（一）

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

a

開
店
時
刻
　
午
前
八
時

s

閉
店
時
刻
　
午
後
十
一
時

（二）

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
七
時
三
十
分
か
ら
翌
午
前
四
時
ま
で

（三）

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

a

数
　
十
一
箇
所

s

位
置
　
届
出
の
図
面
の
と
お
り

（四）

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
五
時
か
ら
翌
午
前
零
時
ま
で

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
四
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
五
月
十
三
日

三
一
二



三
　
届
出
年
月
日

平
成
二
十
二
年
四
月
二
十
二
日

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
二
年
五
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
二
年
三
月
一
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
鈴
健
興
業
株
式
会
社

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
笛
吹
市
御
坂
町
下
黒
駒
千
六
百
二
番
地
八

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
鈴
木
康
修

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
二
〇
）
第
七
四
八
二
号

四
　
処
分
の
内
容
　
塗
装
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
三
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
　

止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
二
年
五
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
二
年
三
月
八
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
大
久
保
建
材
有
限
会
社

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
南
ア
ル
プ
ス
市
六
科
百
十
九
番
地
三

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
千
田
英
明

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
一
七
）
第
八
九
一
二
号

四
　
処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
、
石
工
事
業
、
ほ
装
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
　

設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
二
年
三
月
二
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
二
年
五
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
二
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
ユ
タ
カ
鉄
工
所

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
長
松
寺
町
一
番
地
二
十
一

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
小
宮
山
裕

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
一
七
）
第
一
七
五
三
号

四
　
処
分
の
内
容
　
鋼
構
造
物
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
四
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
　

止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
二
年
五
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
有
限
会
社
上
野
工
務
店

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
韮
崎
市
藤
井
町
駒
井
六
百
四
十
二
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
上
野
稔

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
一
八
）
第
六
七
九
六
号

四
　
処
分
の
内
容
　
建
築
工
事
業
及
び
大
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
二
年
三
月
十
六
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
二
年
五
月
十
三
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
四
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
五
月
十
三
日

三
一
三



山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
八
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
モ
リ
タ
ペ
イ
ン
タ
ー

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
大
里
町
三
千
八
百
十
八
番
地
六

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
森
田
安
則

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
一
九
）
第
三
七
三
九
号

四
　
処
分
の
内
容
　
塗
装
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
二
年
三
月
三
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し
　

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
二
年
五
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
八
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
今
村
工
務
店

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
黒
沢
百
二
十
五
番
地
三

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
今
村
規
久
男

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
一
八
）
第
七
五
七
一
号

四
　
処
分
の
内
容
　
建
築
工
事
業
、
大
工
工
事
業
、
屋
根
工
事
業
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工

事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
及
び
内
装
仕
上
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
二
年
三
月
二
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し
　

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
二
年
五
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
九
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
ホ
ー
ム
ズ
株
式
会
社

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
斐
市
西
八
幡
三
千
五
百
三
十
七
番
地
三

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
西
川
和
彦

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
一
七
）
第
八
四
五
八
号

四
　
処
分
の
内
容
　
建
築
工
事
業
、
大
工
工
事
業
、
屋
根
工
事
業
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工

事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
及
び
内
装
仕
上
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
四
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
　

止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
二
年
五
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
九
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
株
式
会
社
春
山
工
務
店

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
斐
市
菖
蒲
澤
七
百
六
十
九
番
地
八

３
　
破
産
管
財
人
の
氏
名
　
佐
々
木
亮

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
一
八
）
第
九
〇
九
六
号

四
　
処
分
の
内
容
　
大
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
五
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃

止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
二
年
五
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
九
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
有
限
会
社
望
月
工
務
所

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
南
巨
摩
郡
富
士
川
町
鳥
屋
五
百
二
番
地

３
　
破
産
管
財
人
の
氏
名
　
關
本
喜
文

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
四
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
五
月
十
三
日

三
一
四



三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
一
八
）
第
五
一
七
八
号

四
　
処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
ほ
装
工
事
業
及
び
水
道
施
設

工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
五
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃

止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
二
年
五
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
二
年
三
月
一
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
有
限
会
社
サ
ン
シ
ン
工
業

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
南
巨
摩
郡
早
川
町
千
須
和
七
百
三
十
七
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
望
月
修

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
二
一
）
第
七
一
一
六
号

四
　
処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
、
ほ
装
工

事
業
、
し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
二
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃

止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

基
本
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
二

年
四
月
二
十
六
日
付
け
で
国
土
交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の

通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
二
年
五
月
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
作
業
種
類
　
基
本
測
量
「
電
子
国
土
基
本
図
（
地
図
情
報
）」
修
正
測
量

二
　
作
業
期
間
　
平
成
二
十
二
年
五
月
十
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三
　
作
業
地
域
　
県
内
全
域

そ
　
の
　
他

山
梨
県
労
働
委
員
会
告
示
第
一
号

当
委
員
会
は
、
労
働
関
係
調
整
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
四
百
七
十
八
号
）
第
四
条
及
び

労
働
委
員
会
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
中
央
労
働
委
員
会
規
則
第
一
号
）
第
六
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
を
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
五
月
十
三
日

山
梨
県
労
働
委
員
会

会
　
長
　
　
鶴
　
　
田
　
　
和
　
　
雄

氏
　
名

経
　
歴

委
　
嘱
　
年
　
月
　
日

鶴
田
　
和
雄

弁
護
士
　
第
三
十
五
・
三
十
六
期
山
梨
県
労
働
平
成
十
五
年
七
月
十
四
日

委
員
会
公
益
委
員
　
第
三
十
七
・
三
十
八
期
山

梨
県
労
働
委
員
会
会
長

田
中
　
正
志

弁
護
士
　
第
三
十
七
期
山
梨
県
労
働
委
員
会
公
平
成
十
九
年
七
月
五
日

益
委
員
　
第
三
十
八
期
山
梨
県
労
働
委
員
会
会

長
代
理

加
藤
　
里
美

特
定
社
会
保
険
労
務
士
　
第
三
十
六
・
三
十
七
平
成
十
七
年
七
月
十
一
日

・
三
十
八
期
山
梨
県
労
働
委
員
会
公
益
委
員

勝
俣
　
高
明

公
認
会
計
士
　
第
三
十
八
期
山
梨
県
労
働
委
員
平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
二
日

会
公
益
委
員

深
松
　
和
子

山
梨
学
院
大
学
准
教
授
　
第
三
十
七
・
三
十
八
平
成
十
九
年
七
月
五
日

期
山
梨
県
労
働
委
員
会
公
益
委
員

神
宮
寺
　
聡

連
合
山
梨
事
務
局
長
　
第
三
十
七
・
三
十
八
期
平
成
十
九
年
七
月
五
日

山
梨
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

青
柳
　
和
仁

ヤ
マ
ト
運
輸
労
働
組
合
山
梨
支
部
執
行
委
員
長
平
成
十
七
年
七
月
十
一
日

第
三
十
六
・
三
十
七
・
三
十
八
期
山
梨
県
労
働

委
員
会
労
働
者
委
員

中
澤
　
晴
親

Ｎ
Ｔ
Ｔ
労
働
組
合
山
梨
分
会
支
部
長
　
第
三
十
平
成
十
九
年
七
月
五
日

七
・
三
十
八
期
山
梨
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委

員

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
四
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
五
月
十
三
日

三
一
五



萩
原
　
雄
二

ル
ネ
サ
ス
テ
ク
ノ
ロ
ジ
労
働
組
合
甲
府
支
部
執
平
成
十
九
年
七
月
五
日

行
委
員
長
　
第
三
十
七
・
三
十
八
期
山
梨
県
労

働
委
員
会
労
働
者
委
員

宮
坂
　
兼
夫

東
京
電
力
労
働
組
合
山
梨
総
支
部
執
行
委
員
長
平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
二
日

第
三
十
八
期
山
梨
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

一
瀬
　
茂
夫

山
梨
県
経
営
者
協
会
参
与
　
第
三
十
六
・
三
十
平
成
十
七
年
七
月
十
一
日

七
・
三
十
八
期
山
梨
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委

員

高
尾
　
　
一

株
式
会
社
ア
ス
ク
テ
ク
ニ
カ
相
談
役
　
第
三
十
平
成
十
七
年
七
月
十
一
日

六
・
三
十
七
・
三
十
八
期
山
梨
県
労
働
委
員
会

使
用
者
委
員

細
田
　
　
俊

株
式
会
社
文
祥
堂
オ
フ
ィ
ス
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
ー
平
成
十
七
年
七
月
十
一
日

ズ
代
表
取
締
役
社
長
　
第
三
十
六
・
三
十
七
・

三
十
八
期
山
梨
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員

松
葉
　
　
惇

株
式
会
社
石
友
代
表
取
締
役
　
第
三
十
七
・
三
平
成
二
十
年
六
月
二
十
五
日

十
八
期
山
梨
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員

渡
邊
　
征
夫

都
留
信
用
組
合
理
事
長
　
第
三
十
七
・
三
十
八
平
成
二
十
年
六
月
二
十
五
日

期
山
梨
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員

藤
原
　
一
治

山
梨
県
労
働
委
員
会
事
務
局
長

平
成
二
十
二
年
四
月
二
十
八
日

清
水
　
久
幸

山
梨
県
労
働
委
員
会
事
務
局
次
長

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
二
日

河
崎
　
　
功

山
梨
県
労
働
委
員
会
事
務
局
審
査
調
整
指
導
監
平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
二
日

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
四
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
五
月
十
三
日

三
一
六


